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会 議 録 

 

令 和 ４ 年 ８ 月 １ 日 

第５０回所沢市都市計画審議会 



会 議 録 

会 議 の 名 称 第５０回 所沢市都市計画審議会 

開 催 日 時 
令和４年８月１日（月） 

 午後２時から午後３時３０分まで 

開 催 場 所 所沢市役所 高層棟８階 大会議室 

出 席 者 の 氏 名 （会議録別表１）のとおり 

欠 席 者 の 氏 名 （会議録別表１）のとおり 

議 題 

議事 

（１）諮問 

議案第１１０号 所沢都市計画地区計画の変更について 

会 議 資 料 
① 第５０回所沢市都市計画審議会次第 

② 第５０回所沢市都市計画審議会（議案・資料） 

担 当 部 課 名 

（街づくり計画部） 

埜澤街づくり計画部長、畑中街づくり計画部次長、 

塩﨑街づくり計画担当参事、強矢土地利用推進担当参事 

（都市計画課） 

髙野課長、増子主幹、小暮副主幹、利根川主査、大河原主査、 

神尾主査、花水主任 

（市街地整備課） 

 鎌田課長、横山主幹、山田主査、岩田主査 

（所沢駅西口区画整理事務所） 

 工藤参事 

（事務局） 

街づくり計画部 都市計画課  電話:04-2998-9192 



（会議録別表１） 

所沢市都市計画審議会委員名簿 
第５０回都市計画審議会 

会  長  久保田 尚 

職務代理  池 田  稔                      （敬称略） 

区 分 氏 名 出欠席の状況 備 考 

学 識 経 験 の あ る 者 久 保 田  尚 出  

学 識 経 験 の あ る 者 淵 野 雄 二 郎 出  

学 識 経 験 の あ る 者 堀 越  孝 出  

学 識 経 験 の あ る 者 藤 本 浩 志 欠  

学 識 経 験 の あ る 者 秋 元 智 子 欠  

学 識 経 験 の あ る 者 島 田 孝 男 出  

学 識 経 験 の あ る 者 池 田  稔 出  

学 識 経 験 の あ る 者 肥 沼 一 彦 出  

学 識 経 験 の あ る 者 鹿 島 直 仁 欠  

市 議 会 の 議 員 城 下 師 子 出  

市 議 会 の 議 員 西 沢 一 郎 欠  

市 議 会 の 議 員 松 本 明 信 出  

埼 玉 県 の 職 員 落 合  誠 出  

本 市 の 市 民 市 川 雅 巳 出  
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発 言 者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久保田会長 

 

 

 

都市計画課 

髙野課長 

 

所沢駅西口区

画整理事務所 

工藤参事 

 

市街地整備課 

山田主査 

 

 

 

城下委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工藤参事 

～ 開 会 ～ 

■ 新委員紹介 

  落合委員 

■ 埜澤街づくり計画部長挨拶 

■ 配布資料の確認 

■ 会議成立の報告 

   出席委員１０名 （委員１４名の１／２以上の出席により成立） 

■ 会長に議事の進行を委任 

■ 会議の公開・非公開の決定 

公開に決定（傍聴者０名） 

 

それでは、只今より議事に入ります。議案第１１０号「所沢都市計画

地区計画の変更について」の審議を行います。それでは、担当課より説

明をお願いします。 

 

～ 議案第１１０号「所沢都市計画地区計画の変更について」 ～ 

諮問事項の趣旨、概要の説明（議案書１ページ～３ページ） 

  

所沢駅西口地区の議案内容及び開催経緯の説明 

（議案書４ページ～２５ページ） 

  

 

北秋津・上安松地区の議案内容及び開催経緯の説明 

（議案書２６ページ～４３ページ） 

 

（ ※ 所沢駅西口地区の質疑・意見 ） 

 

 ３点質問がございます。 

はじめに、議案書１５ページに記載されている「壁面後退区域におけ

る工作物の設置の制限」に関して、「その他公益上」の例としてポストや

電話ボックスを挙げていましたが、その他に想定しているものはありま

すか。 

次に、「その他公益上」の文言は、部内での議論による検討の結果とし

て、追加されたのでしょうか。 

最後に、「垣又は柵の構造の制限」に関して、Ｃ地区において「その他

安全上又は防音上やむを得ないもの」が追加された経緯を教えてくださ

い。 

 

 １点目のご質問について、ポスト及び電話ボックスを挙げましたが、
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城下委員 

 

 

工藤参事 

 

 

市川委員 

 

 

 

工藤参事 

 

 

 

市川委員 

 

 

 

工藤参事 

 

 

松本委員 

 

 

工藤参事 

 

 

城下委員 

 

 

 

髙野課長 

 

現時点で他に想定しているものはございません。 

 ２点目のご質問について、今後、街づくりを進めていく際に、駅周辺

の利便性を高めていくため、部内での協議を経て、追加いたしました。 

 ３点目のご質問について、Ｃ街区の東南の角地に開発事業者による自

転車駐輪場の設置が計画されており、民地界に垣柵が全く無いと、防犯

上も含めて望ましくないとして、追加いたしました。 

 

 今後、公益上やむを得ないものを設置する場合、都市計画審議会に諮

るのでしょうか。 

 

 地区計画の中で運用を進めていくため、都市計画審議会には諮りませ

ん。 

 

 「その他公益上」のものとして、ポストや電話ボックスを挙げていま

したが、これらは時代にそぐわないのではないでしょうか。 

 その他に意図しているものはあるのでしょうか。 

 

 「その他公益上」の例として挙げました。Ａ地区やＣ地区の今後の利

便性を考慮した結果、文言を追加したもので、その他に意図しているも

のはありません。 

 

土地区画整理事業として一帯で整備を進めていますが、自転車駐輪場

の角だけにフェンスを設置すると、当初の構想と違ってきてしまうので

はないでしょうか。 

 

 道路側から囲うように垣柵を設置するのではなく、Ｃ地区内の民地界

の場所に垣柵の設置を認めるものであることを補足します。 

 

 都市計画道路中央通り線の無電柱化に伴い設置される地上機器は、

「その他公益上」に含まれるのでしょうか。 

 

 地上機器は、今回の地区計画の変更に関する「その他公益上」とは異

なるものです。 

 

 「その他公益上」のものの解釈については部内で検討していくとのこ

とですが、都市計画審議会でも報告する必要があるのではないでしょう

か。 

 

 地区計画の変更の都市計画決定後、都市計画課が地区計画の届出受理

及び審査等の運用をしていきます。その中で、「その他公益上」に該当す
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肥沼委員 

 

 

 

横山主幹 

 

肥沼委員 

 

 

横山主幹 

 

 

 

 

肥沼委員 

 

髙野課長 

 

 

 

 

淵野委員 

 

 

 

 

 

 

横山主幹 

 

 

 

 

 

 

るものを判断していきます。他の地区計画も同様に運用しており、都市

計画審議会で報告することはございません。 

 

（ ※ 北秋津・上安松地区の質疑・意見 ） 

 

 議案書３６ページの「建築物の高さの制限」について、Ｃ地区、Ｄ地

区及びＧ地区の２５ｍ以内に、マンションの屋上に上るための塔屋は含

まれるのでしょうか。 

 

 塔屋は建築物の高さに含まれます。 

 

 含まれるということは、共同住宅を建築する際に、塔屋があると部屋

数や居住予定者が減ってしまうため、行政として配慮していただきたい。 

 

 そちらについては、「旧」の運用から変更しておりません。今回の変更

は、所沢市がゼロカーボンシティ宣言をしたことに伴い、脱炭素社会の

構築に貢献することを目的として「太陽光発電設備等の設備部分は当該

建築物の高さに参入しない」とした地区計画の変更をするものです。 

 

 当初の地区計画はいつ定まったのでしょうか。 

 

 平成２９年３月３１日に北秋津・上安松地区地区計画を定め、令和２

年３月２７日に当該地区計画の変更の決定をしました。この令和２年３

月２７日に決定された地区計画の変更について、今回の都市計画審議会

の議案にかけています。 

 

 北秋津・上安松地区には、生産緑地などの農地や樹林地が多く存在し

ていますが、脱炭素社会の構築に貢献することについて、緑地空間の維

持も重要であると考えます。その中で、同地区内の生産緑地地区の現状

について教えてください。 

 また、営農型太陽光パネルの設置については、どのような検討をして

いるのでしょうか。 

 

 緑地の維持について、北秋津・上安松地区では、現在、約４ｈａを生

産緑地地区として指定しています。土地利用計画を策定する際に、営農

を継続しやすいように配慮し、土地区画整理組合と協力しながら、生産

緑地地区を指定しています。 

 また、土地区画整理事業は土地利用を図りやすい整備や基盤整備をし

ていますが、営農型太陽光パネルの設置については、今後、研究してま

いります。 
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城下委員 

 

 

 

 

 

 

横山主幹 

 

 

 

 

 

市川委員 

 

 

 

 

 

 

増子主幹 

 

 

 

 

 

 

強矢参事 

 

 

市川委員 

 

 

横山主幹 

 

 

 

池田職務代理 

 

 

２点質問がございます。 

はじめに、議案書３６ページの「新」の「建築物の高さの制限」に記

載されている『太陽光発電設備等』の『等』は、具体的に何を示してい

ますか。 

次に、今後、他の地区計画の策定や変更にも、地区計画の目標として

脱炭素社会の構築に貢献する旨の記載を入れていくのでしょうか。 

 

 太陽光発電設備を維持または管理するために必要な設備として認識し

ており、太陽光パネルの落下防止のためのフェンス等を想定しています。 

 脱炭素社会の構築に貢献する旨の記載については、所沢市は令和３年

１１月にゼロカーボンシティを掲げており、その実現のために地区計画

等の街づくりの目標のなかで記載の是非について検討していきます。 

 

 ３点質問がございます。 

はじめに、太陽光パネルや落下防止のフェンスは、建築物と建築設備

のどちらに該当しますか。 

 次に、それらに高さの制限はありますか。 

 最後に、他の委員の質問と被りますが、太陽光発電設備「等」にする

と、解釈の問題が生じるおそれがありますが、どのようにお考えですか。 

 

 １点目のご質問については、建築基準法の規定により太陽光パネルは

建築設備（＝建築物）に該当し、落下防止フェンスは建築物に該当いた

します。 

２点目のご質問ですが、これらは、建築基準法上、通常は小規模なも

のであれば高さの制限を受けません。しかし、現在のこの地区計画にお

いては、それら建築物（建築設備）に対し、高さを制限しています。 

 

 ３点目のご質問について、一般論として太陽光パネルや落下防止のフ

ェンスを想定しています。 

 

 太陽光パネルにも様々な高さのものがありますが、地区計画を運用す

るにあたって問題はありませんか。 

 

 太陽光パネルの高さは１～２ｍが一般的であると考えられますが、建

築物の強度や構造など複数の観点から、建築の審査をしていくものと考

えています。 

 

 営農型の太陽光パネルの場合、パネル下で耕作をするため、２ｍの高

さがあるパネルもあるので、一定の高さ制限を設けた方が望ましいと思

います。 
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市川委員 

 

 

強矢参事 

 

 

肥沼委員 

 

 

増子主幹 

 

 

久保田会長 

 

 

 

委員一同 

 

久保田会長 

 

 

 

委員一同 

 

久保田会長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

久保田会長 

 

 

事務局 

 

 

 風の影響も考慮すると、２５ｍを超える部分に太陽光パネルを設置に

は建築基準法による高さの制限をかける必要があると思います。 

 

 個別・具体的な高さについては、地区計画を運用するなかで、脱炭素

社会の構築に貢献する趣旨に鑑みて、適正に設置してまいります。 

 

 ２５ｍの建築物の高さの制限については、近隣市においても同様の制

限があるのでしょうか。 

 

 本制限については、当該地区の地区計画として制限を設けているもの

です。 

 

他にご意見、ご質問等はございますか。 

ないようでしたら、議案第１１０号について採決に移りたいと思いま

すがよろしいでしょうか。 

 

～ 了 承 ～ 

 

それでは、採決を行います。議案第１１０号「所沢都市計画地区計画

の変更について」原案のとおり決定するということで御異議ございませ

んでしょうか。 

 

～ 全員賛成 ～ 

 

それでは、全員御異議がないということですので、本案は承認という

ことで答申をさせていただくことで決定いたします。事務局におかれま

しては、答申の手続きをよろしくお願いいたします。 

続きまして「その他」ですが、事務局から何かございますでしょうか。 

 

■所沢市都市計画審議会専門部会委員の発表 

■次回の審議会 令和４年１１月２日（水）を予定 

■令和４年１０月末退任委員への謝辞・委員の挨拶 

 島田孝男委員、肥沼一彦委員 

 

以上をもちまして、本日の審議を終了いたします。 

これをもちまして、議長の任を解かせていただきます。 

 

久保田会長におかれましては、議長の大任を務めていただきまして、

誠にありがとうございました。 

また、１０月末日でご退任されます島田委員、肥沼委員におかれまし
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池田職務代理 

 

 

 

ては、大変ありがとうございました。 

それでは、池田職務代理より閉会のごあいさつをお願いいたします。 

 

「第５０回 所沢市都市計画審議会」を閉会させていただきます。ご協

力ありがとうございました。                

 

 (以上) 

 


